
 １　計画策定の趣旨，計画の位置付け及び計画期間

(1) 計画の趣旨

(2) 計画の位置付け

(3) 計画期間

民 生 委 員 会 行 政 報 告 資 料令和５年１２月

みんなでいのち支える呉プラン（第２次呉市自殺対策計画）（案）について

福 祉 保 健 部

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）が施行された平成１８年と，コロナ禍以前の令和元年の自殺者数（全国）を

比較すると男女とも減少しており，これまでの取組に一定の効果があったと考えられますが，依然として自殺者数は毎年２

万人を超える水準で推移しています。

国は，平成２８年に「自殺対策基本法」の一部を改正して，都道府県及び市町村に自殺対策計画の策定を義務付けました。

さらに，令和４年には国は新たな「自殺総合対策大綱 」を策定しました。

本市では，「みんなでいのち支える呉プラン（呉市自殺対策計画）」（以下「第１次計画」といいます。）を令和元年度

に策定し，自殺対策を推進してきました。令和５年度で計画期間が満了することから，令和６年度以降の自殺対策を総合的

に推進する「第２次呉市自殺対策計画」を策定します。

令和６年度から令和１０年度まで

本計画は，国の定める「自殺総合対策大綱（令和４年１

０月閣議決定）」等の趣旨を踏まえて，自殺対策基本法第

１３条第２項に規定する市町村自殺対策計画として策定し

ます。また，「第５次呉市長期総合計画」を基とし，「第

４次健康くれ２１」や，自殺対策に関連する他の計画との

整合性を図ることとします。
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 ２　呉市の自殺者の現状等

(1) 男女別自殺者数の年次推移(呉市)

(2) 男女別・年代別自殺者数（Ｈ２９～Ｒ３呉市合計）

(1) 男女別自殺者数は，平成２８年までは男女ともに減少

傾向でしたが，平成２９年以降増加傾向に転じ，男女合

計自殺者数は令和元年をピークに減少しています。

出典：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2022年更新版」

出典：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2022年更新版」

(2) 男女別・年代別での男性の自殺者数は，４０歳代が

最も多く，続いて７０歳代，５０歳代と６０歳代が同

数となっています。女性の自殺者数は，８０歳以上だ

けが男性よりも多くなっています。
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(3) 男女別・年代別自殺死亡率（Ｈ２９～Ｒ３合計）

(3) 自殺死亡率は，男性では２０歳代から７０歳代までで

全国・県よりも高くなっています。女性では３０歳代，

４０歳代，６０歳代及び８０歳以上で全国・県よりも高

くなっています。

(4) 自殺の原因・動機は，健康問題の占める割合が最も高

く，続いて経済・生活問題，勤務問題，家庭問題となっ

ています。また，健康問題の中では，うつ病及び身体の

病気の割合が高くなっています。

出典：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2022年更新版」出典：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2022年更新版」

(4) 自殺の原因・動機（Ｈ２９～Ｒ３呉市合計）

出典：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2022年更新版」特別集計
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 ３　市民アンケート結果

 (1) 最近のストレスの状態

 (2) ストレスの原因 (3) ストレスを感じた時の対処法

(1) 最近のストレスの状態について，「大いにあった」と

「多少あった」と回答した人を合わせると５５．４％と

なっています。

(2) ストレスの原因について，「家族のこと」「仕事上の

こと」がそれぞれ３割以上と高くなっています。

(3)「人としゃべったり，話をきいてもらう」が５３．６％，

次いで「睡眠を取る」が３０．８％，「お酒を飲む」が

２２．０％となっています。

資料：呉市健康に関するアンケート調査（R4.11）

資料：呉市健康に関するアンケート調査（R4.11）資料：呉市健康に関するアンケート調査（R4.11）
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 ４　第１次計画の振り返りと第２次計画の目標値

(1) 地域におけるネットワークの強化

(2) 自殺対策を支える人材育成

(3) 市民への啓発と周知

(4) 生きることの促進要因への支援

(5)児童生徒のSOSの出し方に関する教育

２５０回

第2次計画の目標値
令和１０年度

28.3%

第2次計画の目標値
令和９年度

100%

第2次計画の目標値
令和９年度

年１回以上

第2次計画の目標値
令和９年度

１４回

第2次計画の目標値
令和９年度

評価指標
平成３０年度

第1次計画の目標値
令和５年度

現状値
令和４年度

SOSの出し方に関する教育の実施
（市内小・中学校）

100% 100% 100%

評価指標 平成２９年度
第1次計画の目標値

令和５年度
現状値

令和４年度

不安・ふさぎこみのある人の割合 32.6% 30.0% 30.1%

評価指標 平成３０年度
第1次計画の目標値

令和５年度
現状値

令和４年度

こころの健康づくりについての啓発 １５０回 １６０回 ２３４回

評価指標 平成３０年度
第1次計画の目標値

令和５年度
現状値

令和４年度

ゲートキーパー養成研修の開催回数 ７回 １０回 １１回

現状値
令和４年度

年１回以上 １回

評価指標

呉市自殺対策推進協議会の開催回数

令和元年度

１回

第1次計画の目標値
令和５年度

本市では，以上の５点を自殺対策における「基本施策」として取り組み，おおむね第１次計画の目標を達成しています。第１

次計画からこれまでの取組や，現状を踏まえ，重点施策として自殺者の割合が多い「高齢者」，「生活困窮者」，「勤務問題」，

「子ども・若者」，加えて「女性」の自殺者の割合等が増えていることへの対策が必要です。
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 ５　計画の概要

(1) 基本理念

(2) 数値目標

(3) 基本方針

　カ　自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する

　　　※厚生労働省「人口動態統計」の数値を用いています。

　オ　関係者の役割を明確にし，連携・協働を推進する

　ア　生きることの包括的な支援として推進する

　イ　関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む

　ウ　対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる

　エ　実践と啓発を両輪として推進する

皆が助け合い，誰も自殺に追い込まれることのないまち「くれ」

平成２７年 令和３年指　標

自殺死亡率
（人口１０万人当たり） 14.713.7

令和１０年

9.6以下

※国の自殺総合対策大綱では当面は先

進諸国の現在の水準まで減少させるこ

とを目指し，令和８年までに平成２７

年と比較して自殺死亡率を３０％以上

減少させることを目標としています。

本計画の数値目標は，国の目標設定を

基準とし，令和８年までに「自殺死亡

率を９．６以下」とすることを目標と

し，これを令和１０年度まで継続する

こととします。
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(4) 基本施策 (5) 重点施策

基本施策１　地域におけるネットワークの強化 重点施策１　高齢者の自殺対策の推進

基本施策２　自殺対策を支える人材の育成 重点施策２　生活困窮者の自殺対策の推進

基本施策３　市民への啓発と周知 重点施策３　勤務問題に関わる自殺対策の推進

基本施策４　生きることの促進要因への支援 重点施策４　子ども・若者の自殺対策の推進

基本施策５　児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 重点施策５　女性に対する支援の強化（新規）

　様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対して，早期に気付き，
関係機関へつなぎ，見守ることができる「ゲートキーパー」を養成
するなど，人材の育成を行います。

　人と人とのつながりを強化し，孤立を防ぐ地域づくりを目指しま
す。国，県，市，市民団体，企業等の関係機関が相互に連携・協働
をし，地域のネットワーク等との連携・強化に努めます。

　自殺は，「誰にでも起こり得ること」であり，危機に陥った場合
には「誰かに援助を求めることが適切である」ということが社会全
体の共通認識となるように，自殺予防の啓発や相談先情報の周知を
図ります。

　「生きづらさ」や「生きることの阻害要因」を減らし，「生きや
すさ」や「生きることの促進要因」を増やす取組を行うことによっ
て，生きることに前向きでいられる地域づくりを目指します。

　児童生徒が一人で悩まず，相談することを繰り返し伝えるととも
に，学校，家庭及び地域が協力し，子どもたちが安心して悩みを相
談することができる環境を作ります。

　「健康問題（病気・介護）」，「独居」，「役割喪失感」などの複合
的な問題を抱える高齢者を早期に発見し，問題に適切に対応し，必要な
支援につなぐことができる体制づくりを強化します。

　生活困窮に陥る原因は，失業や倒産，健康問題など様々であり，深刻
な問題を複数抱えている人も少なくありません。生活困窮者に対して，
就労支援や人間関係の改善，健康状態の維持など，「生きることの包括
的な支援」を行います。

　勤務問題による自殺のリスクを低減させるため，労働者や経営者を対
象に相談支援を充実させます。また，「仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）」の推進や，ハラスメント防止対策職場におけるメン
タルヘルスの向上に向けた取組を推進します。

　子ども・若者が様々な生活上の困難やストレスに直面したときに，Ｓ
ＯＳを出せるよう環境を整備するとともに，関係機関が連携し，問題行
動の早期解決と未然防止に向けた支援体制づくりに取り組みます。

　コロナ禍で顕在化した女性の雇用問題やDV問題，コロナ禍以前からの
育児・介護問題，予期せぬ妊娠など様々な困難・課題を抱える女性に対
して，関連関係機関と連携し，対象者に寄り添ったきめ細かい支援を推
進していきます。
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 ６　計画の推進と評価

　  ア　 呉市自殺対策推進協議会との連携　

 　 イ　 呉市自殺対策庁内推進会議との連携

 (2) ＰＤＣＡサイクルの推進

 (1) 計画の推進体制

　　医療，警察，労働・就労，法律関係等幅広い分野の関係
　者が参画し，各分野の専門的な立場からの助言を頂き，市
　を挙げて自殺対策を総合的に推進します。

　　庁内関係部署が情報共有及び連携を図ることにより，自
　殺対策について，全庁的かつ横断的な取組を推進します。

  計画目標の達成に向けて，本計画に基づく取組の評価・検証
を行い，さらに，国・県の動向を踏まえつつ，本計画の実効性
を高めるために必要な改善を図ります。

みんなでいのち支える呉プラン

（第２次呉市自殺対策計画）の策定

各施策の実施

目標達成に向けた評価・検証

計画の見直し

Check(評価 )

Do(実施)

Plan(計画)

Action(改善 )

呉市自殺対策推進協議会

（医療機関，警察，労働・就労関係，

法律関係，民間団体，地区組織等）

呉市自殺対策庁内推進会議

（庁内関係各課）

市民，関係機関・団体国 ・ 広島県
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 １　意見を募集する案件名 ６　今後のスケジュール
みんなでいのち支える呉プラン（第２次呉市自殺対策計画）（案）

 ２　意見募集期間等
（1）公表期間　令和５年１２月２０日（水）から

（2）募集期間　令和５年１２月２０日（水）から

　　　　　　　 令和６年１月１９日（金）まで（31日間）

 ３　計画案の周知方法
（1）呉市ホームページへの掲載

（2）呉市すこやかセンター３階　地域保健課窓口，呉市役所本庁舎

１階ロビー及び各市民センター（支所）の窓口における配布

 ４　意見書の提出

 ５　意見の公表場所

３月下旬 計画の策定並びに意見募集結果及び計画の公表

呉市保健福祉審議会からの答申

呉市自殺対策推進協議会への意見募集結果の報告
同協議会における計画案の審議

２月中

２月中

民生委員会への意見募集結果及び最終計画案の報告３月中

みんなでいのち支える呉プラン（第２次呉市自殺対策計画）（案）に

対する市民からの意見募集について

１２月中旬
呉市ホームページ及び市政だより１月号（１２月８
日発行）で意見募集の通知

12月20日 意見募集の開始

1月19日 意見募集の締切

意見書に必要事項（意見内容並びに住所，氏名及び電話番号）を

記入の上，郵送，ファクシミリ，電子メール，電子申請又は持参

（地域保健課及び各市民センター（支所）の窓口）により提出

呉市ホームページ，呉市すこやかセンター３階 地域保健課窓口，

呉市役所本庁舎１階ロビー及び各市民センター（支所）窓口
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